
 

 

 

令和元年１１月１日 

四国電力株式会社 

 

 

従業員のオフィス・カジュアル（職場での軽装）の実施について 

 

 

当社では、健康で活き活きと働ける職場づくりの推進や更なる生産性向上にむけ、働き

方改革（よんでんｅワーク）の取り組みを進めています。 

 

その一環として、本日より、従業員がカジュアルな服装で執務できるオフィス・カジュ

アルを、全社で実施することとしました。 

 

この取り組みは、仕事へのモチベーションアップや自由な発想を生み出す風通しの良い

職場づくりとなるよう、お客さまにご不快の念を抱かれない範囲で、カジュアルな服装を

選択できることとするものです。 

 

当社としましては、個人の自主性・主体性を引き出し、多様性を尊重する職場風土を  

育むことで、更なる生産性の向上を目指してまいります。 
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